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令和７年度 

第２９回和歌山市農業委員会議事録 

 

日 時 令和７年１１月１１日（火曜日） １３時００分 開会 

場 所 和歌山市農業委員会議室 

 

報告事項 農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

報告事項 農地法第３条の規定による許可申請について（買受適格証明分） 

報告事項 農地賃貸借契約等登録台帳の賃借人名義変更について 

報告事項 農地法施行規則第２９条第１号の規定による届出について 

報告事項 農地法第４条第１項の規定による農地転用届出について 

報告事項 農地法第５条第１項の規定による農地転用届出について 

議案第１号 相続税の納税猶予に関する適格者証明願について 

議案第２号 農地法第２条の農地でない旨の証明願について 

議案第３号 農地法第３条の規定による許可申請について 

議案第４号 農地法第４条第１項の規定による許可申請に対する意見について 

議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見について 

議案第６号 農用地利用集積等促進計画に対する意見について 

議案第７号 非農地通知について 

出席委員（１６名） 

１番 井口 健 

２番 中村 弘 

４番 曽根 光彦 

５番 小方 保寛 

７番 谷河 績 

８番 藪 利昭 

９番 小栗 誠二 

１０番 森 博克 

１１番 笠野 喜久雄 

１２番 山本 茂樹 

１３番 丸山 勝 

１５番 堀 良子 
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１６番 湯川 德弘 

１７番 貴志 年伸 

１８番 藤井 友彦 

１９番 岩橋 章博 

欠席委員（２名） 

３番 吉中 雅三 

１４番 髙倉 理行 

出席職員 

農業委員会事務局 

局   長 中村 佳照 

副 課 長 藤田 誠一 

班   長 中居 一樹 

技 術 主 査 田中 久美子 

主   任 田伏 諒 

主   任 清瀧 篤樹 

 １３時００分 開会 

◆中村局長 定刻が参りましたので、谷河

会長よろしくお願いします。 

◆会長（谷河 績） ただいまより、第２

９回農業委員会総会を開会いたします。 

 出席委員は１８名中１６名で、定足数に

達しておりますので、総会は成立していま

す。 

 去る１０月２８日、中村委員、吉中委員、

藪委員、森委員によりまして現地調査並び

に事情聴取が行われています。 

後ほど報告方よろしくお願いします。 

なお、吉中委員、髙倉委員から都合によ

り欠席したい旨、ご連絡がありましたので、

ご報告いたします。 

また、農業委員会会議規則第１７条第２

項に規定する議事録署名委員は、藪委員、

小栗委員にお願いします。 

 それでは報告事項より始めさせていただ

きます。 

報告事項 農地法第３条の３第１項の規

定による届出について、説明いたします。 

◆田中技術主査 番外 説明いたします。 

本件は、農地法第３条の３第１項の規定

による届出があったもので、１３件ありま

した。 

すべて相続による所有権の取得です。 

本届出に対して受理書を交付しておりま

すが、本受理書は権利の移動等の効力を発

生させるものではありません。 

また、市外に在住の方が相続された件に

ついて補足いたします。 

Ｎｏ．１０は住所が・・・ですが、和歌

山市内に住む親戚が管理するとのことです。 

以上です。 

◆会長（谷河 績） この報告事項につい

て、ご了承いただけますか。 

（各委員の了承を得て） 

それでは、ご了承いただけたことといた

します。 

報告事項 農地法第３条の規定による許

可申請について（買受適格証明分）、説明

いたします。 

◆清瀧主任 番外 説明いたします。 

本件は、８月の第２６回農業委員会総会

にて競売買受適格者証明書を受け、競売入

札し、落札したので議事の取り決めにより

会長専決にて許可書を発行したものです。 

以上です。 

◆会長（谷河 績） この報告事項につい

て、ご了承いただけますか。 

（各委員の了承を得て） 

それでは、ご了承いただけたことといた

します。 

報告事項 農地賃貸借契約等登録台帳の

賃借人名義変更について、説明いたします。 

◆田伏主任 番外 説明いたします。 
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本件は、農地賃貸借契約等登録台帳の賃

借人の名義変更で１件ありました。 

以上です。 

◆会長（谷河 績） この報告事項につい

て、ご了承いただけますか。 

（各委員の了承を得て） 

それでは、ご了承いただけたことといた

します。 

報告事項 農地法施行規則第２９条第１

号の規定による届出について、説明いたし

ます。 

◆田伏主任 番外 説明いたします。 

本件は、農地法施行規則第２９条第１号

に規定する農業用施設の届出で１件ありま

した。 

内訳は、農業用倉庫１件です。 

以上です。 

◆会長（谷河 績） この報告事項につい

て、ご了承いただけますか。 

（各委員の了承を得て） 

それでは、ご了承いただけたことといた

します。 

報告事項 農地法第４条第１項の規定に

よる農地転用届出について、説明いたしま

す。 

◆田伏主任 番外 説明いたします。 

本件は、農地法第４条による市街化区域

内の農地転用の届出で２件ありました。 

１０月９日付で受理通知書を交付してい

ます。 

 以上です。 

◆会長（谷河 績） この報告事項につい

て、ご了承いただけますか。 

（各委員の了承を得て） 

それでは、ご了承いただけたことといた

します。 

報告事項 農地法第５条第１項の規定に

よる農地転用届出について、説明いたしま

す。 

◆田伏主任 番外 説明いたします。 

本件は、農地法第５条による市街化区域

内の農地転用の届出で９件ありました。 

１０月９日付、１０月２１日付で受理通

知書を交付しています。   

なお、Ｎｏ．８は、使用貸借権設定です。 

以上です。 

◆会長（谷河 績） この報告事項につい

て、ご了承いただけますか。 

（各委員の了承を得て） 

それでは、ご了承いただけたことといた

します。 

続けて議案の審査に移ります。 

議案第１号 相続税の納税猶予に関する

適格者証明願について、提案いたします。 

◆田中技術主査 番外 説明いたします。 

本件は、租税特別措置法第７０条の６第

１項の規定による相続税納税猶予に関する

適格者証明書の申請が１件あったものです。 

相続人から、耕作を継続する旨の誓約書

が添付されております。 

以上です。 

◆会長（谷河 績） 議案第１号について、

説明が終わりましたが、この議案について、

何かご意見、ご質問ございませんか。 

 （異議なし、との声） 

ご意見、ご質問がないようでございます

ので、議案第１号は可決と決定しました。 

議案第２号 農地法第２条の農地でない

旨の証明願について、提案いたします。 

◆田伏主任 番外 説明いたします。 

本件につきましては、非農地証明の交付

基準に基づき、証明願の提出が９件ござい



 4 

ました。 

Ｎｏ．１ 平成１６年から住宅の一部と

して使用している。 

Ｎｏ．２ 昭和３８年頃から道路として

利用している。 

Ｎｏ．３ 平成２年頃から貸駐車場とし

て利用している。 

Ｎｏ．４ 昭和４６年から車庫と駐車場

として使用している。 

Ｎｏ．５ 昭和２２年から農業用倉庫と

して利用している。 

Ｎｏ．６ 昭和５６年頃から地蔵敷地と

なっている。 

Ｎｏ．７ 昭和６０年頃から農業用倉庫

として使用している。 

Ｎｏ．８ 平成１７年以前から倉庫とし

て使用している。 

Ｎｏ．９ ２０年以上前から山林となっ

ている。 

これらは、非農地証明の交付条件（４）

もしくは（５）の土地であり、（７）から

（９）の条件を満たしていると思われます。 

以上です。 

◆会長（谷河 績） 議案第２号について、

説明が終わりましたが、この議案について、

何かご意見、ご質問ございませんか。 

 （異議なし、との声） 

ご意見、ご質問がないようでございます

ので、議案第２号は可決と決定しました。 

議案第３号 農地法第３条の規定による

許可申請について、提案いたします。 

◆清瀧主任 番外 説明いたします。 

本件は、農地法第３条の規定に基づく許

可申請で１０件ありました。 

これらの案件は、調査の結果、耕作等に

支障がないこと、当該農地の権利を取得し

ようとする者は、全ての農地を効率的に耕

作し、農作業に常時従事すると認められる

など、不許可条件である農地法第３条第２

項各号には該当せず、許可要件の全てを満

たしていると思われます。 

なお、Ｎｏ．１は市街化区域で持分の贈

与、Ｎｏ．２は近隣農家への贈与、Ｎｏ．

３は法人新規耕作でトラクター、田植機、

コンバインなどを使い水稲、蔬菜を栽培予

定、Ｎｏ．５は市街化区域の新規耕作で耕

運機を借り受け、蔬菜を栽培予定、Ｎｏ．

６は親から子への生前贈与、Ｎｏ．９は新

規耕作で動噴や草刈り機などを使いみかん

を栽培予定、Ｎｏ．１０は市内新規でトラ

クター、田植機、コンバインなどを使い水

稲、蔬菜を栽培予定です。 

また、Ｎｏ．３、９、１０については現

地調査並びに事情聴取を行っていますので

担当の委員さんより報告があります。 

以上です。 

◆会長（谷河 績） Ｎｏ．３、Ｎｏ．９

およびＮｏ．１０について、現地調査並び

に事情聴取を行っていますので、森委員さ

ん報告願います。 

◆１０番 （森 博克） 議案第３ 

号Ｎｏ．３について報告します。 

去る１０月２８日に吉中委員と私並びに

事務局で現地調査並びに譲受人である・・

・から事情聴取を行いました。 

申請地は、議案書のとおりで、田５筆、

面積計６，３５２㎡で、現地はきれいに管

理されており、作付け作物は、水稲、野菜

となっております。 

・・・は、・・・を務めており、・・・地

域の農業に携わってきたとのことですが、

近年、高齢化や後継者不足により営農困難
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な農地が増え、周辺農家から農地を引き受

けてほしいという依頼が多く寄せられたこ

とを受け、新たに農業を専門とする法人を

設立したとのことです。 

・・・ともに農業経験は豊富で、トラク

ター、コンバイン、田植機、乾燥機、籾摺

り機等の農機具一式及びそれらを保管する

倉庫も備えているとのことです。 

また、購入農地は、会社のすぐ近くにま

とまっているため、通作にも問題はありま

せん。 

以上の点から特段問題のないものと思わ

れますが、各委員の慎重な審査をお願いし

ます。 

続きまして、議案第３号Ｎｏ．９につい

て報告します。 

去る１０月２８日に吉中委員と私並びに

事務局で現地調査並びに譲受人である・・

・から事情聴取を行いました。 

申請地は、議案書のとおりで、畑２筆、

面積計１，２７８㎡で、現地はみかんが栽

培されておりました。 

申請人は、・・・在住で、和歌山市・・

・を経営しているとのことですが、昨今の

物価高騰により、本業の経営状況が厳しく

なってきており、兼ねてから興味のあった

農業に着手し、将来的には、農業を主とす

ることも選択肢の一つとして考えていきた

いとのことでした。 

本人は、農業経験はありませんが、親戚

である・・・に教えてもらいながら、一緒

に農業に取り組んでいきたいとのことです。 

収穫したみかんはスーパー等で販売する

とのことですが、今後、経営規模を拡大し

た際には、野菜等の栽培も考えており、自

身が経営する飲食店での提供も視野に入れ

ているとのことでした。 

農地は自宅から４０分～５０分離れてい

ますが、現在でも勤務地まで毎日３０分ほ

どかけて通っているため、苦にはならない

とのことです。 

所有する農機具は、軽トラック、噴霧器、

草刈り機等です。 

以上の点から農業経験、通作距離等に不

安は残るものの、農地法上の許可要件は満

たしていると判断せざるを得ないと思いま

すが、各委員の慎重な審査をお願いします。 

最後に議案第３号Ｎｏ．１０について報

告します。 

去る１０月２８日に吉中委員と私並びに

事務局で現地調査並びに譲受人である・・

・から事情聴取を行いました。 

申請地は、議案書のとおりで、田１２筆、

畑４筆、計１６筆、面積計１０，１０８㎡

で、現地はきれいに管理されており、作付

け作物は、水稲となっております。 

申請人は、・・・を行っていますが、今

後は、自身で栽培したものを販売していき

たいと考え、農地の購入に至ったとのこと

です。また、申請人は、・・・に農地を所

有しており、はっさく等の果樹を栽培して

いるほか、水稲栽培についても農地を借り、

耕作した経験があるとのことです。 

トラクター、コンバイン、田植機等の農

機具一式は、知り合いから譲り受け、すべ

て揃っているとのことです。 

また、譲渡人から耕作地周辺に農業用倉

庫や居宅も購入しているとのことです。 

将来は、和歌山市をはじめ・・・で農地

を拡大し、あわせて認定農業者の取得、農

地所有適格法人の立ち上げ等も視野に入れ

て真剣に農業に取り組んでいきたいとのこ
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とでした。 

以上の点から特段問題のないものと思わ

れますが、各委員の慎重な審査をお願いし

ます。 

◆会長（谷河 績） ありがとうございま

した。 

議案第３号について、説明、報告が終わ

りましたが、この議案について、何かご意

見、ご質問ございませんか。 

 （異議なし、との声） 

ご意見、ご質問がないようでございます

ので、議案第３号は可決と決定しました。 

議案第４号 農地法第４条第１項の規定

による許可申請に対する意見について、提

案いたします。 

◆田伏主任 番外 説明いたします。 

申請地の場所を示した簡易地図を議案と

共に配布していますので合わせてご覧くだ

さい。 

Ｎｏ．１ 申請地は、・・・に位置し、

おおむね５００ｍ以内に鉄道の駅があるた

め第２種農地に該当します。 

申請人は、すでに申請地東側において貸

露天駐車場を運営しておりますが、契約が

埋まってきているとのことです。 

申請地近隣のマンションの住民からの要

望があることや駅から近い立地条件等から、

さらなる駐車場の需要が見込まれるため、

当該申請地を貸露天駐車場として転用申請

するものです。 

Ｎｏ．２ 申請地は、・・・に位置し、

農用地区域内農地に該当しますが、一時的

な利用で農地が限定され、農業振興地域整

備計画の達成に支障がないことから、不許

可の例外に該当すると思われます。 

本申請は、農地に支柱を立て、営農をし

ながら上部空間に太陽光発電設備を設置す

るため転用申請するものです。 

なお、３年間の一時転用で、・・・で許

可があったものについて再設定を目的とす

るものです。 

これらの案件は一般基準を満たしている

と思われます。 

なお、Ｎｏ．1 につきましては、国通知

の資材置場等の取扱いに基づき、工事完了

後３年間は、事業の実施状況について報告

する旨を、許可条件へ付与することが相当

と思われます。 

また、Ｎｏ．1 については現地調査及び

事情聴取を行っておりますので、担当委員

から報告があります。 

以上です。 

◆会長（谷河 績） Ｎｏ．１について、

現地調査並びに事情聴取を行っていますの

で薮委員さん報告願います。 

◆８番 （藪 利昭） 議案第４号 No.１

について報告します。 

本件は、農地法第４条の許可申請で１０

月２８日、私と中村委員それに事務局と共

に現地調査し、申請者と・・・から事情聴

取を行いました。 

申請地は、議案書及び説明資料のとおり

で、・・・に位置する第２種農地です。 

地目は田、現況は保全状態でした。 

申請者は、市内に住む個人です。 

申請者は現在、申請地東側において貸駐

車場を運営していますが、契約がいっぱい

になってきているとのことです。 

また、近隣マンションの住民からの要望

や立地条件から、さらなる需要が見込まれ

るため、本申請地を貸露天駐車場として転

用申請するに至ったとのことです。 
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工事内容に関しては、土地の造成後砕石

で仕上げ、乗用車２８台分の露天駐車場を

整備します。 

雨水については、基本自然浸透で浸透し

きらない分は申請地南側及び北側に設置し

た集水桝を通してそれぞれ南側、北側の水

路に放流します。 

このことについて、・・・の意見書が添

付されております。 

なお、隣接農地はございません。 

付近の農地に対する影響や用水路等への

被害は無いと考えられます。 

この件に関しては、特に問題はないと思

慮されますが、各委員の慎重なご審議をお

願い致します。 

◆会長（谷河 績） ありがとうございま

した。 

 議案第４号について、説明、報告が終わ

りましたが、この議案について、何かご意

見、ご質問ございませんか。 

  （異議なし、との声） 

ご意見、ご質問がないようでございます

ので、議案第４号は可決と決定しました。 

議案第５号 農地法第５条第１項の規定

による許可申請に対する意見について、提

案いたします。 

◆田伏主任 番外 説明いたします。 

 申請地の場所を示した簡易地図を議案と

共に配布していますので合わせてご覧くだ

さい。 

Ｎｏ．１ 申請地は、・・・に位置し、

おおむね１０ha 以上の規模の一団の農地

の区域内にあるため第１種農地に該当しま

すが、不許可の例外である既存施設の拡張

に該当すると思われます。 

申請人は、申請地北側の・・・のための

駐車場が不足していたため、当該申請地を

露天駐車場として転用申請するものです。 

Ｎｏ．２ 申請地は、・・・に位置し、

市街地に近接する区域内でその規模がおお

むね１０ha 未満のため第２種農地に該当

します。 

申請人は、・・・を営む法人で、申請地

は・・・に近く、周辺には小学校や幼稚園

等の教育施設や、商業施設も多数あり、住

環境に適していることから、当該申請地を

分譲住宅として転用申請するものです。 

なお、開発許可申請中です。 

Ｎｏ．３ 申請地は、・・・に位置し、

市街地に近接する区域内でその規模がおお

むね１０ha 未満のため第２種農地に該当

します。 

申請人は、申請地の南側隣接地で・・・

を運営する個人で、・・・の駐車場が不足

していたため、当該申請地を露天駐車場と

して転用申請するものです。 

Ｎｏ．４ 申請地は、・・・に位置し、

市街地に近接する区域内でその規模がおお

むね１０ha 未満のため第２種農地に該当

します。 

申請人は・・・を営む法人で、備考記載

の法人の資材置場が不足していたことから、

・・・に近く利便性の良い当該申請地を貸

露天資材置場へ転用申請するものです。 

なお、転用完了後、備考記載の法人に賃

貸借します。 

Ｎｏ．５ 申請地は、・・・に位置し、

おおむね１０ha 以上の規模の一団の農地

の区域内にあるため第１種農地に該当しま

すが、隣接する土地と一体として行われる

事業で１種農地の割合が全体面積の３分の

１以下であることから不許可の例外に該当
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すると思われます。 

申請人は、申請地の南側隣接地で・・・

を営む・・・で、以前より・・・用駐車場

が不足し、さらに昨今・・・を併設したこ

とで、・・・が増加したことから、当該申

請地を露天駐車場へ転用申請するものです。 

なお、賃借権の設定です。 

これらの案件は一般基準を満たしている

と思われます。 

なお、Ｎｏ．１、Ｎｏ．３、Ｎｏ．４及び

Ｎｏ．５につきましては、国通知の資材置

場等の取扱いに基づき、工事完了後３年間

は、事業の実施状況について報告する旨を、

許可条件へ付与することが相当と思われま

す。 

また、Ｎｏ．２及びＮｏ．４については

現地調査及び事情聴取を行っておりますの

で、担当委員から報告があります。 

以上です。 

◆会長（谷河 績） Ｎｏ．２について、

中村委員さん報告願います。 

◆２番 （中村 弘） 農地法第５条許可

申請Ｎｏ．２について説明します。 

１０月２８日藪委員と事務局職員と共に

現地調査並びに事情聴取を行いました。 

出席者は・・・です。 

申請理由は・・・から５分以内にあり、

徒歩１０分圏内には・・・小学校、幼稚園

があり、また車で５分圏内に商業施設・・

・を有しており分譲事業に最適な場所であ

る。 

譲渡人の住所が・・・に和歌山市・・・

の２筆計２，６０１㎡の休耕地を譲っても

らう事になり申請に至りました。 

転用の必要性で申請面積の必要性ですが、

お客様のご希望を基に計画している面積で

あり場所であった。 

今回の申請地でなければならない理由は

利便性で、出入り口は東に市道・・・号線、

北側に市道・・・号線に面している。 

排水計画の近隣農地への影響について・

・・に同意を得ています。 

用水路への影響についても・・・より同

意をもらっており雨水は各戸に雨水桝を設

置、汚水については各１２区画に合併浄化

槽を設置し新設道路巾６ⅿ内に埋設した排

水管を通り南側水路に排水します。 

転用の実現性で資金計画については自己

資金で土地代・・・円造成土木工事・・・

円建築工事・・・円合計・・・円です。 

完成予定は許可日から１年で開発許可申

請中です。 

以上報告を終わります。 

委員皆様のご審議よろしくお願いします。 

◆会長（谷河 績） ありがとうございま

した。 

続いて、Ｎｏ．４について、藪委員さん

報告願います。 

◆８番 （藪 利昭） 議案第５号Ｎｏ．

４について報告します。 

令和７年１０月２８日、私と中村委員及

び事務局と共に現地調査し、申請者・・・

から事情聴取を行いました。 

申請地は、議案書及び説明資料のとおり

で、県道の・・・線沿いの第２種農地です。

地目は田、現況は休耕地でした。 

申請理由は、別会社である備考記載の法

人が受注工事に必要な資材保管の拠点場所

として使用したいため、賃貸借を予定して

います。 

工事の内容に関しては、・・・数台分の

駐車と排水管・型枠・砂利等の置場を確保
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するため、周囲をＬ型擁壁で囲い、造成後

に、締固めで土仕上げとします。 

排水は雨水のみで敷地内で集水後、南側

の公共水路に放流を計画しています。 

・・・の同意も得ています。 

また、西側のみ農地と隣接しますが、隣

接者の同意も得ています。 

この件に関しては、特に問題は無いと考

えます。 

各委員の慎重なご審議をお願い致します。 

◆会長（谷河 績） ありがとうございま

した。 

議案第５号について、説明、報告が終わ

りましたが、この議案について、何かご意

見、ご質問ございませんか。 

 （異議なし、との声） 

ご意見、ご質問がないようでございます

ので、議案第５号は可決と決定しました。 

議案第６号 農用地利用集積等促進計画

に対する意見について、提案いたします。 

◆田中技術主査 番外 説明いたします。 

新規設定における農地所在地図を議案と

共に配布しておりますのであわせてご覧く

ださい。 

本件は、農地中間管理事業の推進に関す

る法律に基づく貸借の設定で、新規の契約

が１１件ありました。 

賃借権が２件、使用貸借権が９件の設定

です。貸借期間は議案書のとおりです。 

また、新規契約１１件のうちＮｏ．１は、

利用権設定の期間が満了し再設定契約をす

るにあたり新たに農地中間管理事業による

貸借を設定するものです。 

面積は、田が１２，５７２㎡、畑が５３

１㎡、合計面積が１３，１０３㎡です。 

以上です。 

◆会長（谷河 績） 議案第６号について、

説明が終わりましたが、この議案について、

何かご意見、ご質問ございませんか。 

 （異議なし、との声） 

ご意見、ご質問がないようでございます

ので、議案第６号は可決と決定しました。 

議案第７号 非農地通知について、提案い

たします。 

◆清瀧主任 番外 説明いたします。 

本件については、国からの通知である「農

地法の運用について」第４（３）の規定に

基づき、農地法第２条第１項に規定する農

地に該当しないと判断するものです。 

山口地区上黒谷で（１３件、１９筆）を丸

山農業委員、藤原推進委員と共に現地調査

を行ったものです。 

非農地通知書の交付基準に基づき、対象で

あると認められる農地の所有者に対し非農

地判断に係る事前通知を行ったところ、非

農地通知依頼書１件の提出がありました。 

面積は畑が３筆２，８３８㎡です。 

議案書番号１について、非農地通知書の交

付基準、農業的利用を図るための条件整備

（基盤整備事業の実施等）が計画されてい

ない土地であって、２０年以上前から森林

の様相を呈しているなど、農地に復元する

ための物理的な条件整備が著しく困難な場

合の条件を満たしていると思われます。 

 以上です。 

◆会長（谷河 績） 議案第７号について、

説明が終わりましたが、この議案について、

何かご意見、ご質問ございませんか。 

 （異議なし、との声） 

ご意見、ご質問がないようでございます

ので、議案第７号は可決と決定しました。 

議案は以上となります。 



 10 

 ほかに何かありませんか。 

   （なし、との声） 

それでは、ご質問がないようでございま

すので第２９回総会を閉会いたします。 

 

１３時５０分 閉会 

 


